
▼
日
時
・
内
容

〇
入　

門　

２
月
３
日
㈭

・
第
一
部　

午
後
２
時
〜
２
時
50
分

「
異
文
化
に
対
応
す
る
心
得
・
考
え
方
」

「
外
国
人
受
け
入
れ
の
先
進
事
例
を
学
ぶ
」

「
多
様
な
語
学
支
援
ツ
ー
ル
の
紹
介
」

・
第
二
部　

午
後
３
時
〜
４
時
30
分

「
英
会
話
が
苦
手
な
方
が
対
象
。
怖
が

ら
ず
に
学
ぶ
！
簡
単
な
フ
レ
ー
ズ
で
話

し
て
み
よ
う
！
」

〇
中　

級　

２
月
14
日
㈪

・
第
一
部　

午
後
２
時
〜
２
時
50
分

「
異
文
化
に
対
応
す
る
心
得
・
考
え
方
」

「
外
国
人
受
け
入
れ
の
先
進
事
例
を
学
ぶ
」

「
多
様
な
語
学
支
援
ツ
ー
ル
の
紹
介
」

・
第
二
部　

午
後
３
時
〜
４
時
30
分

「
中
学
校
で
学
ぶ
英
単
語
で
観
光
案
内

の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぼ
う
！
」
（
お
も
て

な
し
英
語
の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
増
や

し
た
い
方
が
対
象
で
す
）

〇
共　

通

・
外
国
人
ネ
イ
テ
ィ
ブ
と
会
話
を
楽
し

も
う
。

・
w
i
t
h
コ
ロ
ナ
や
災
害
時
の
対
応

会
話

▼
場　

所　

ゆ
め
プ
ラ
ザ
・
那
須
（
大

会
議
室
）

▼
申
込
み
・
問
合
せ

〇
Ｔ
ｒ
ｕ
ｅ 

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ 

Ｔ
ｏ
ｕ
ｒ

株
式
会
社

☎
0
3
‐
６
４
３
２
‐
０
１
９
４

〇
栃
木
県
産
業
労
働
観
光
部
観
光
交
流

課
☎
０
２
８
‐
６
２
３
‐
３
２
１
０

国
の
教
育
ロ
ー
ン
は
、
日
本
政
策
金

融
公
庫
に
よ
る
公
的
な
融
資
制
度
で
、

家
庭
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
や
教
育
の

機
会
均
等
を
目
的
に
、
家
庭
の
状
況
に

応
じ
た
金
利
・
返
済
期
間
・
保
証
料
の

優
遇
な
ど
で
就
学
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

▼
融
資
限
度
額　

上
限
３
５
０
万
円

（
子
ど
も
一
人
に
つ
き
）

※
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
上

限
4
5
0
万
円

▼
返
済
期
間　

15
年
以
内

※
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
18

年
以
内

▼
金　

利　

年
１.
65
％
（
固
定
金
利
）

※
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
年

１.
25
％

※
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
「
国

の
教
育
ロ
ー
ン
」
で
検
索
）
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

日
本
政
策
金
融
公
庫
「
教

育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」

☎
０
５
７
０
‐
０
０
８
６
５
６
（
ナ

ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）
ま
た
は
☎
０
３
‐
５

３
２
１
‐
８
６
５
６

ホームページ

ホームページ

外国人おもてなし英会話セミナー
外国人のおもてなしのコツを人気通訳ガイド
の講座とロールプレイで楽しく学びましょう。

国
の
教
育
ロ
ー
ン（
日
本
政

策
金
融
公
庫
）の
ご
案
内

栃木県最低賃金は、令和3年10月1日から時間額８８２円に改
正発効されています。また、県内の6の産業の特定最低賃金のう
ち、令和3年12月31日から以下の5つの産業が改正発効されてい
ます。
■地域別最低賃金　全ての労働者に適用されます。なお、下記の
特定最低賃金が適用となる場合は、その特定最低賃金の時間額
以上の賃金を支払う必要があります。

詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室（☎028-634-9109）
または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

■特定最低賃金　18歳未満または65歳以上の労働者は栃木県最
低賃金が適用されます。

時間額
栃木県最低賃金

必ずチェック最低賃金　使用者も、労働者も。

最低賃金の件名

時間額最低賃金の件名

８８２円

塗料製造業 ９９２円

はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具製造業

９３９円

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業

９４０円

自動車・同附属品製造業 ９４７円

計量器・測定器・分析機器・試験機・
測量機械器具製造業、医療用機械器具・
医療用品製造業、光学機械器具・
レンズ製造業、医療用計測器製造業、
時計・同部分品製造業

９４０円

各種商品小売業

〈効力発生日　令和3年10月1日〉

〈効力発生日　令和3年12月31日〉

令和3年度
改正なし

令和3年10月1日
以降、栃木県最
低賃金（時間額
882円）が適用
されています。

※自主財源の確保と地元企業等のイメージアップや地域経済の活性化を図るため、有料広告を掲載しています。

広 告
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